
議案第８８号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（淡路ファームパークイン    

グランドの丘） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和５年１１月２８日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   淡路ファームパークイングランドの丘 

 

２ 指定管理者となる団体 

所在地  南あわじ市八木養宜上１４０１番地 

名 称  南淡路農業公園株式会社 

         代表取締役 喜 田 憲 和 

 

３ 指定の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



 

 

淡路ファームパークイングランドの丘 

指定管理者候補選定に関する資料 
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指定管理に係る収支計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22 

指定管理業務に係る基本協定書（案） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23 

 



（要項様式２号）

南あわじ市長

指定管ＩＩ者指定串請書
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守　 本　憲　弘 様
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指定管ミ者の指定を受けたいので、 次の とお り串請します。
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南あわじ市八木蚤宜上 １４ ０へ

淡路ファ ームパークイ ングラン ドの丘

営状ミ等

□　 串込資格を確認する書類

法Å名　　南攷藐農業む園株式会社

電話番号
八匹Ｗ〃 －　 Ｊ’ 心’ 八”Ｊ’ ｊＡ Ｉ－ ””’

５年 ９， ２６
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平成 １２年１ ２月 ４日

（１ ）レスト勺ン、カルチャーＳａｇのＷ笆

（２）食料品、輸入品、Ｓ類、 農畜産物等の製造 ・加工・ 販売
（３）植物の展示販売

（４）遊園地及び遊戯施設の経営

（５）体験施設の管∃兼営
（６）展示会、催事場等の企ｍ及び製作運営
（了）不動産の売買、 賃貸、仲ｆｔ、斡旋、 管ミ業等

（８）前各号に附帯する一回の事業

４ｚ成１ ３年４ｇ 、農業の振興と地域のｊ呂性化、農業の体験 ・学習交
流拠点施設をめさ して整備された「淡路ファ ームパークイ ングランド
のＥ」を経営するため に、 南あわじ市（ ｜日Ｅ原 町） 、農業団 体、 ＥＭ

企業が共同出資し設立した株式会社である。
当該施設の２れ性を重視し、憩いとやすらぎを提供する場として、

また加域のＳｔ生化や農業をテーマとした南あわ じ市の・ｙ６拠点とし
て、 それぞれの有する経営ノウハウを発揮し、安定的な経ｔＴを目指
すｏ

また、叭、庫県の財まであるコアラをはじめとするＷＭ匹物の管
理、 展示には最大ｍのＵＥ意を払い、適ち！］な管ＥＥにっとめる。

四回一

５９名

法人の組織図につい

２－

氏
ａｌ－

電
－一一●

メ

話　番
一一一一一一

一ルア

名
一一

号
一一－

レ

ｊ纎図につい

辻　卓‾色

に

担きｉ部 署・役

珮
－一 一● －－ －一一

ＦＡ Ｘ番号
一一 一一 一● －一 一一一

そ　 の　他

事業部　 部長

一
　
Ｑ

ぐ
Ｉ
　

拙
者
当

日

動



管Ｓ運営の状況

１　 管Ｓｉｌ営の現状

管ミ運営生体　南淡路農業ぬ園株式会社

職　員　配　置　約５９名

鶚　　　　館

（休 館日 等）

業務 煦］容

利　　夕日　料

午前９時３０分から午後卵なまで。 （季節により変動あり）

休園 日　毎・火曜 日（繁忙期は営業）

【Ｊ本白りな業務の範回】

①自 然２えび動植物と 触れ合い、憩い‾攷びやす らぎの場を提供す る。

②動物を飼育 し、 展示する。

③農畜産物の 生ま、販売又は加工のａ程を見学し 、体験す る場 を提供す る。

④農畜舊。物の生産者 と？肖費者と の交流の４ををまする。

⑤農業に関する講習会、研修会、展示会、情報発信等の場を提供す る。

⑤農畜産物のＭ究、回Ｒ及び普八に 関す るこ と。

⑦上Ｅに掲げるもののほか、農業な回の 目的を京成するためにあ要な業務

入園料大人２，０００ Ｐヨ 小人１， ０００ＦＩ

（令和５年９ｊ現在大人１，２００ Ｆ９ 小人４００Ｐモｌ）

※「大人」と は， １５歳Ｊヌ上の者 （中校生を除く） をいう。 「小人」 とは，４歳から中学生

までの者をいう。

施設利用料

農林漁業体験施鼈　 体験実習 ま１ 日１ 怒。につき　　　 ４５ ，０ ００ Ｐモｌ

体験準備室　　　１１　　　　　　　　　　　５，０００Ｐモｌ

実習準備室　　　１１　　　　　　　　　　　６， ０００Ｐヨ

展示室　　　　　 ｊｌ’　　　　　　　　　　　４， ０００Ｐヨ

フラワーホール　　　 体験教ま１　　　 ・・　　　　　 １０ ，０００Ｒ

体験教室２　　　 ・・　　　　　 １０ ，０００ Ｐモｌ

工作室　　　　　ＪＩ　　　　　　　　　　　６， ０００Ｒ
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２　 ａ支の状況
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計
費

１
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料
用

計
益

目

■１年度決算額（単位 ：千 日）

令和３年度令和２年度

１５５， ７３４

１２ ３， ９４１

１０ ６， ４６９

２２，３３３

９８ ，３ ８７

８９ ，１ ００

２３ ，７ １９

６１ ９， ６８３

１４６， １５３

２６ ４， ２１１

２・ １２ ，７ ７８

２３ ，３３８

１２４

６４６， ６０４

－２６， ９２１

令和２年度

２７ ２， ０７ １人

１４ ５， ７１６

１２ ６， ０９１

１０ ５， ４５７

２１ ，９ ３２

１０ ９， ２０６

８５ ，８ ００

４４ ，６ ２９

６３８， ８３１

１５０， ８１０

２８ １，２３８

２２ ９， ９４３

２１ ，８２９

１２４

６８ ３， ９４４

－４ ５， １１３

る年度

令和Ｓ年度

２６ ８， ９０６人

令和４年度

２２ ３， ９８３

２２ ５， ３０２

１７ ３， ２５４

３３ ，５ １３

１６ ２， ２２５

８５ ，８００

２２ ，５ ６０

９２６， ６３７

２４８， ０１０

３１ ０， ６７８

２９０，０９１

３３ ，５ ０３

１２ ，０ ４７

８９ ４， ３２９

３２ ，３０８

令和４年度

４１ ４， ５０ １人

（単位：千ＦＩ）

本年度予算額

令和５年度

２５８， １００

２１ ６， １００

１７ ２， ５００

３５ ，８ ００

１５ ０， ５００

８５，８００

０

９１ ８，８００

２４ ５， ５００

３２ ７， ８００

３０５，９６０

３８ ，７ ００

１２ ，０ ４０

９３ ０， ０００

－１ ｉ， ２００

本年度見込

令和 ６年度

３９ ２， ０００人

 
- 4 -



南
淡

路
農
業

な
回
株

式
会

社
組

織
体
制

株
主

総
会

遊 具 施 Ｒ

施
設

管
ミ

部
門

の
統

括

庭 回 ・ ま 回 ・ 牧 草 加 ・ ほ ま

大 き 室 ・ ロ ッ ク ガ ー デ ン

エ リ ア 間 移 動 ま Ｒ

コ ア ラ ・ 一 般 動 物

体 Ｒ ・ 交 流 ・ 学 回 施 設

飲
食

・
体

験

部
燃

の
統
括

代
表

取
締

役

取
　

締
　

役

事
務

局
長

支
　

Ｅ
　

人

食 材 供 給 施 設

物 販 施 設

物
販

、
加
工

部
Ｍ

の
総

括

加 工 施 な

監
を

役

別
　
紙

企
画

・
総

務

部
門

の
総

括

営 業 た 報 ま 伝

事 秦 を 画 Ｘ 常
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商そ　南淡ＭＭ業ぬ回　 搾式会社
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４７，６５４，８９４ ）　 長　 期　 借　 入　 ’を
２１ ，２ ５４，８３４　　 ｉａ 職を 積き　５１　肖金
１３ ，０９６，８ １４　　　Ｘ害 齏維 １や 管Ｓ 費ｇ ｌ肖金

１８

１３ ，３ ０３ ，２ ２４
４

１， ３４ ７， ２５ ０）
１， １７ ５， ３４３

１７ １， ９０７

５０，

０００）
０００

ｏ）

３２８　１５２　０６３

負
（　純
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Ｉ
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（単位： Ｆ９）

額

１０ ９， １８ ９， ４３４）
２２，４６１ ，６ １５
６４，４６４，６７５

７２ ，０００
１８，４８３ ，２００

３， ７０７， ９４４

８８ ，０ ００，０００）
４０，０００，０００

８， ０００， ０００
４０。０００，０００

１９７　 ８９　４３４

１３ ０， ９６ ２， ６２９）
１０，０ ００ ，０００

０）

１２０， ９６２， ６２９
２３ ，３００，０００
９７，６ ６２，６２９

Ｏ）

Ｏ）

１３０　９６２　６２９

３２８　１５２　０６３
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商ｔ　南淡ほ農業ぬ園　 Ｘ朱式会社
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利

ｔ
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央
額
額

入
匹ごＩ

四

Ｓ
金
維蟲つ

税５１前 肖期 純利ａ
ま人税、 住ｊＥｉ５税ｊａび事業税
肖　　期　．純　　利　　尨．

損益 計算書

金

８１ ２， ３６ ５， ０３０
９１ ，７ １１ ，３ ７４

２５ ０， ２６ ６， ９２３

額

令和 ４年 びＪ １日 から

令和 ５年 ３Ｊミ１ ３１ 日まで

（単位： ＦＩ）

９０ ４， ０７６， ４０４

２４，０４３ ，１ ５１
２５０　２６６　９２３

２７ ４， ３１ （） ，０ ，７４
２６　２９９　９６２

６３４　２７１　７５９

２， ３９０
２， ０００

２２，５ ５６ ，０００

４１

５

２００

５００

０

２， ０００， ０００
１０，０００ ，０００

７２　０００

９０４， ０７ ６， ４０４

２４８　０１ ０　ｎ２

６５ ６， ０６６， ２９２

６３４　２７ １　７５９

２１ ，７ ９４，５ ３３

２２，５ ６０ ，３９０

４６，７００

４４，３ ０８ ，２ ２３

０

１２ ，０ ００ ，０００

３２，３０８，
７２

３２　２３６

２２３

０００

２２３
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商焉　南淡Ｓ農業ぬ回　 株式会社

旅
心

容
Ｒ

ま
従

従
ま

厚
ｍ

城
地

ま
事

３
水

祖
保

備
そ

雑
を

原
を

販売費：ａび一般管ミ箙の計算内訳

令和 ４年 ４Ｊ１　１日 から

令和 ５年 ３ｊ　３１　日まで
（単位： 円）

４
こ

叉
き

器
き

払
業

業
定

イ戛

代家

交
宜

包
Ｅ

手
員

員
福

生
職
償

賃

繕
稍

信
光
　
険
消

務
　

４
税
　
品

ｊ温

目
き

伝
装

達
数

給
賞
利

却

・賃借

耗　ａ

熱

公

耗

諸

科

品

貸
貸

貸
貸

料
与

与
一

黄
金

―
れ

貸
―

費
貸

謀
れ

Ｉ
Ｉ
　
計

金 額

６８９， ３２０

３２，７５８，８７７

５， １６ １， ４６６

１， ７１ ２， ６６０

６２，０７４，１ ４０

２４６， ４２８， ６２３

２６，７ １４１， ３００

２７ ，７ ８０ ，６８６

２， ７３ ３， ９７１

７， ０２ ０， ３４０

１３ ，９ ５５ ，２ ５０

３９，８ ６０，５０５

１３ ，８ ４５ ，６ ３１

１， ４４３， ５３７

１， ７４４， ９７７

５８ ，６ １３ ，４６３

３４ ，４ ２３ ，６ ３２

１， ０２８， ６６１

５４，０ １２ ，４５８

１１ ６， ５０９
２　１５２　７５３

６３４　２７ １　７５９

棚卸 資産 の計 算【大｜訳

材

令ね ５年 ３夕］３ １日 視在

日　　　　　　　を

料

計

２６

２６

（単位： 日）

額

２９９　９６２

２９９　９６２
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　ｒｉ ‾ご ・　 ！’ ］：

履歴 事項 全部 証回書

１４ ０１ 番地・

園株式会社

八木養宜上１ ４０１

南あわじ市八木養ま上 １４ ０１ 番地

―！
・

ｌ
ｌ
ｌ－

－

―
－ －－

¶－
－
　

－
・

－
―
・

－
　
　
－

－

－－
‐

－―
　
　
　
－

・
－

｜＼｜

－
ｊ

１
１

・
‐
‐
‐‐
‐
‐

ｊ

－
－
－
ｊ

－－ ―
・
　
　

－
’
－

’
―
　
　
　
　

ｌ
ｊ

“
－
　
　
　
　

－
－

－
－
―

－
－

ｉ
―

－
・

－
－

１
１
・

－
‐
－

・
－
　
　
　
　
　
－

―
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
－

ｐ
Ｅ
ｌ
ｔ

ｌ
ｔ

ｌ
ｙ
　

レ
　
、

－
６－１

・－

Ｗｊ
－　・

謳縦レ

７、 農業体験学習施ａの設置と 管ＪＩ運包

８、 展示会、 即売会、 催事場の企画、自作Ｒび運営

９、 ｍＦｊｉ外の民芸品、 洋酒類の輸入ｉ売

ｉＯ、酒類の製造、販売

１１ 、不動産の売買、 賃貸、仲介、 斡旋、管ＪＩ栗

１２ 、前各号に附帯する一切の事業　　　　　　　ノ
タ　　　　 戔ぷ？むＱぷＷＩぽぐ・・：・．、・

ゲサゾフレ、
の総数

株

総数

株式については、 株券を発行する

ｓびジで”－’゛‘

下京ヨ§
こ幃妍９

こ’Ｉ’こ
一一
一一

一一
－一
一一
一一
一～

－　・
－
－
一
一

一－
－皿
一一
一一

－”ご
一一
一一
一一
一一

－一日
一日日
一一・
一一・
日一日
一一・
－　 ＩＩ・－１１　Ｚ

日　 －　●
－－ ＝　ｊ
－　－
－Ｉ■．回■－

畍アぶぶに一二二回
にこＩＪ：１：雷回し‥Ｉ い１ －Ｉ匸　　　　　ｒ４１
農畜産物の加工及び販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｋ゛Ｊ

☆二ノ這Ｔミぐズブ偐

１／３ミ番号

１

ん

へ

ル３

⑤

４６株

株式

狒目１９１
グ
．
・
・

．
ヤ

ら九へ

００ －０ １－０

園株式

へ． ゛． ぶ糺．謳ご昌鷁て 二… ………

レ乂偐ヽニ九回瞬６あわｕ市八
ｉ　　　 ’‘り．　　　 ・乙 り： ．Ｊ ｓ・－

’Ｉ　ま陥，４。，ぶ． ・．づぷ 万……’・‘ ・゜

官報に掲載してする
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竹　ｍ　 孝　習Ｉ取締役

－

ｉ－
－

１
１

－
－

－
―

・
―
　
　

ｊ
―！
――
－
　
ｊ

―

‐
－
‐

－
・
　
－

・－
－

－
－
　
　
～

－
－

皿
¨
一
一

一
一

一
一

一
一
一
一

一
一

一
一

一
一
一
一

一
一

一
一

一
一
一
一
一
一
一
一

一
一

一
一
一
］
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｛

一
一
一
一

一
一

一
一
一
一

一
一

一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝

言
縦
作
ド
し
し

義

竹　 日ヨ　孝　ＷＪ

馬　部　総　一　郎

赤　穗　秀　樹

赤　穗　秀　樹

竹　 ＦＨ　 孝　司

馬　部　総　一　郎

馬　部　総　一　郎

―
－

－
１
１

…
―

―
―
‐

…
－

１
１

Ｅ
Ｉ
‥

―
＝

－
１

１
１
１

－
…

－
１

１
１

１
…

１
＝
＝
―
＝

－
－
・
－

・
－
－
　

・
ｆ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

・ｍ｀７”ｚ ”゛ｉ　 －●－・’ｉｌ‘ ｒｔｒｚｒ・１７乙瓦　 …… ……

回天ニ１ ４０ １¨
ド縦｝１ ００ ０万円

－Ｎ　・

』台七上。……

朧の鹹リ１す心ｇ ｕｎの１§宍呂自席Ｆ
皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｊまＳぶさミ皿４、ｉ ｊ｀

森　　 長　　義

森　　長

一
一
～

一
一

一

‾皿こ・ｊ八ごー　一一 ’Ｓ一一 ＝コ
ー　　　　－
－
－
－
－

－＿ －　　　　　　　　　 ｉ＝Ｚ。－　　　－＿ＳＷ　
‾゛゜四

．Ｓ Ｓ・ ．Ｊ”

２／３１番■

｜
Ｘ

Ｓ

一一一

令鸚

１

ず竿｀７

令和　 ．１

ｌ
ｊ
／
ブ

Ｉ

¨ヅヤ
竺］首
加回心

２

任

ＸＸ Ｎ心ぐＸ゛ぺ゙ぐ ｋ｀Ｓ

取締役
－

締役

〈
づ
　ノ
　
　
　

〈
一

…
…

…
一
八
「

大
浜
牡

ノ
ゾ
で

ジ

へ　＼
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－
―

―
－
－

ｉ
ｌ

１
１

－
―
　

―
　

―
‐

ｌ
　

。
．

ｌ
。

ｍ
　

。
。

．
ｌ
　

ｌ
　

ｌ
　
－

１
１

－
－

－
―
・

－
－

―
－

－
－
－

―
・

－
－

－
－
－
―

―
‐
－
－
－
－

－
－

－
―
―

―
―

―
―

＝
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

－
－

－
１

１
１

１
１

ａ
ｌ

ｊ”・・’！ ：“ ’゜ ゛＝’ｌ ．’ ；：’゛゛ｊ｀’ ｉ’・　 ：゜

万朧］ニ１４ ０１ 卷鳬

牡
１

∧｀・，
ｙぺ ゛ｙ．

，レ

示
ズ
ゲ
が
跼
尚
尚
万

甫あわじ市松帆志知川 ５３ ７番嵬

締役　　　馬　 部　総　一　郎

甫あ わじ 市松帆志知川 ５３ ７番地

撼役　　　馬　部　総　一　郎

ヅ胎ご’・
スミ査役
Ｊ　－

監査役

わじ市松帆志知川 ５３ ７番堋１

馬　部　総　一　 即　よ

回　 宮　章　博

回　 宮　 章　博

Ｓ回４ら

ぬ　六匹，１

ａｌｉＳ１１１：：皿：ｔ¨湊ヅ七厘＝Ｊ４回・「申
Ｂｐ鰥１台ニ

監査役設置会社

ぐぞ 神Ｆｊｉ力法ＳＪＩＥ５
Ｓ

７，・ヨ ・ぷ　登記耄

１
丿
一
．
．
・

．
．
．

一
『

ｍ
ｌ
・
Ｅ

Ｊ
　
一
７
。
・

。
～

∃
Ｊ

善
二
申

Ｆ
Ｌ
Ｌ
｀
一
　

ｒ
Ｆ
｀
一

年　 ５７ｒてこごご二二二

びし ……や門ご二 回　　　　　　　　　　　　　ノミよぶぞヂ豐冢

捏竹ザ七万厂¨白‾門ブ售朧尿］畑
べニブＶば　　　　 腦皿罫Ｔ二ごＸ

記録されている閉鎖されていない事項の全部

０

，令和　 ５年　 ７ｊｌ１ ４日

３／３ヨミ番号 あ’る

／．

ム

………ｚ．’・’ ．． ‘．”’こ逎ぞｙ，ｉぶｉｇＳジＳＳＺタ

づ自席ス
へ……．　　ダヘ

｀　４

へ匹～ご

、、●．ノゾ
．ｚ／ダ＾こぷ

戛の全部

黒

■　 〃Ｓ㎜

Ｓ

亅ｊ・
ｊＤゝ

，粢

乙
乙
菓

‘
・

．
‘
’
ｉ

こ
’

‐
タ

Ｓ
Ｓ
　

／
　
ｄヤ

に　　 監査役設置１

ｔこ。
ｌａ

ｙよ
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令
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５
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９Ｊ
１

２
６

日

兵
庫

県
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あ
わ

ｔ 回 生 Ｅ 守
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憲
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所

在
地
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八
木
養
ｔ
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（要項様式６ 号）

事業計舊書

【令和６ 年度～令和１０年度】
／

淡路ファ ームパー ク　 イングラ ンドのＥ

南淡路農業ノ皿株式会社
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１ 管ミ盖営のｔ本方針

（１）施設の管ｔ篦営を実施するにあたっての基本的な考え方

淡路ファ ームパークイ ングラン ドの豆。を運営するにあた り、 適切な施Ｒの維持管を、市民

への癒しの場、憩いの場の提供、竟域雇夕１１の創けｉ、 交流人口の増加を回り ます。また、 観光

資源やｔ域特産物 ＰＲ を積極６に行いＪ自域のき性化に寄与し、南あわ じ市の観光の拠点とし

て集客を回り ます。

・南あわじ市淡路ファームパークイ ングラン ドのｊｉ条例および指定管ＪＩ者協定書に基づき

適な］な 管ミ運営 を行いま す。

一利用料金制によ り、 入園料、 レス トラ ン、 売店、遊具等の収入を財源 として、 施設の管き

Ｓ営 を行いま す。

・動植物の管きについては、市 と連携を 図り 、適りＪ な管き・ 展示 を行いま す。

・施鼈・設備の管をについては、利用者の安をと利便性を考え、必Ｓであれば改修、 修繕を

行い ます。

・利用者の安を確保に努め、安を対策・ 監視体制 ・防災・ 接客等の職員研修を実施し、事故

やト ラブルを起こ さないよ う最大ｍ努力致します。。

・ｊｉ域連携事業について積極的に参画致します。

・食品衛生法等の関係法令を遵守し、喩戛ｌｌの徹底を行い顰す。

・ごみの減まや二酸化炭素排日ｊ抑制な ど環境にＥ慮 した管を運営を行いま す。

・持続‾罵能な開発目標「ＳＤＧＳ」への取組みを強化致します。 また、環境保全への取組みを推

ま致 しま す。

（２）指定期間内 における 造成 目標

・年間来４１者数 ４０ 万人ぶ上を目 標と して、∃Ｘ営致します。

・南 あわ じ市Ｒ入園料無料を継続し、市Ｒに愛さ れる な園づく りを 目指 しま す。

・小中学校へＥ布されてい るコ コロ ンカード、のびのびパスポート、ジュニアパスポートな

どの利用 ＰＲ と学校回体の入園の促進を回り ます。また、 年間パスポー トのＪ仮売を強化し
ｆ　　　　　　　　　　　　ｌ

リピーター獲得に努めます。
●

・植栽物 「花」については、各シーズン花まの維持管９や、気候の変化にも対応できる

品種をき定し、シーズンをｊ§ｉして花の管きに努めます。

・絶Ｓた祖ａ コア ラの飼育管理 と、 今後の 瓢`殖計画や飼育管１１を他自と 崔携 して行います。

・大阪万博に 氈け て、 インバウ ンドヘのが応 を推まし、多言語ホームページやパ ンフ レッ ト、

メニ ュー表な どを作成 しソ フト 忝での環境整備を行い ます。

・ｊ４１ｙ瓦食材を有効き用し たメ ニュ ーの提供を行い、 湊Ｓ産品 のＰＲを行い ます。

・淡路畆観光協会 ・く にう み協会・ 南あわじ市商工会などを亟じて、事業やイベント など積

極白りな参画を行います。

・１日淡路フ ァームパーク の機能水準を維持しながら、常に経費削減を考慮した運営を行いま

す。 また、ｔ気・ ガス ・水道等の価格高騰や物価上昇も今後も続く とｇわれるの で、 蕎常

の営業期翫と 回数期間とをＥＫＳＩ」し、経費を抑え、効率の良い運営を行います。

（３）各施設回の連携に関する 事癢

・隣接する直売所 「美菜恋来屋」と はｔ元食材の ＰＲ において、食材の購入や相互Ｌイベント
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や匹体制 など、連携会議を行い、関係強化を 回り ます。

特殊鵞働の管週１ ・展示において、 日本■物園水族館協会やコ アラ を飼育する動物回 との連

携を蜜に し、 適ｇＪな管ｊｌ運営に努めます。

・農業技術セ ンタ ーと の連携を回り 、匐罠イ ベン トを戛催します。

・島内の観光施設、宿泊施設と 連携 し、 ｊＦ存Ｅ共栄に努 めま す。

２　 サー ビス の【ａ】上

（１ ）指定期 間１六１ にお ける 事業の実施計画の概要

・指定肖｜間 ｉちｌに ５ヵ 年計画（ リニ。ユ ーアル・ 修繕計画）に もと づき運営 を行いま す。

概要としては、下記の とお り計画致します。

①放牧場花畑整備と展Ｓデッキテラ フ、の設置

②ｉＥびのまＳリ ニューアル　 新道其の導入

③屬働施設の リニューアル と改修（バー ドゲージ ・う さぎ、ひつじのく に、 ワラ ビ一缶場ｉ）
④園 ｐ’９のインフラま備　ｔＲＥ管め改修など

⑤エリア回ト レイ ンの新規購入

⑥トイレ改修 （イ ングラン ドエ リア）

⑦ま入路看板殱修と回路修繕、 スロ ープ増加など

⑧休憩所増設、ミ根付きの休憩スペース を増ａ

来回 目白ｉＪでも ある 、「動物」「花」 の部分において、 中むにリ ニューアルを行い、お客様の
満免。度を向上させ、 「何度でも来たい」園づく りを行う 。開回か ら２０年むえ 上、 また、｜日淡
路フ ァームパーク から ３０ 年ぶ上なる建Ｓのき朽化の修繕、解体リ ニューアルを計画致しま
す。 ソフ ト・において も、 大阪万博が回催さ れる こと から、多き語化やデジタルサイ ネージ
導入、’ま子マネーに対応 した券売システムの導入な ど環境整備を行います。

（２）サービフ、氈上の具体的な取りくみ

・従業員の接客マナ－Ｗ修を実施致 しま す。

・来園者にアンケート を実施し、従業員間で周お１徹底を回り 、サービス向上へつなげます。
・他施設の視察や研修等を行い、従業員のスキルアップを回り ます。

・ＳＮＳ をａ じて、来回さ れる お客様がちＳな情報発信を行います。

安を点検や清掃作業な どを行い、來園者に快適で安むな環境を提供致します。

・高齢者や身障者、幼児にやさ しい施設 としてバ リア フリ ー化を進めま す。

３　 利用者の施設利用に関する事項

（１）施設利用の平等の確保への具体的な取 り組み

・南あわ じ市淡路ファ ームパーク　 イングラ ンドのＪｉ条例をフ氤守し、市Ｒ並びに観光客に夕ｔ
してｚｋ平・ ぬｊＥにま設の利用を許司‘し、なの施鼈で ある こと を念頭に置いた管瑕ｌｉＥ営を行

い、 特定の個人や回体に対して、有利またはぞ利になるよ うな取扱いは しません。
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（２）施設利用者増加への具体的な 取り 組み

【個人】 季節のＷ菜の収穫体験や体験教ま（食・ クラ フト）な どを家鳬。１１Ｓ力物や花など加の
回路のｇ信を ＳＮＳをＳじて行 う。 また、自 家製品（ ソーセー ジ・ ＩＬ製品 ・パ ンな

ど） の提供と販売を強化し、リ ヒーターの増大を回り ます。

【団体】 回体専ＪＩのパンフレ ット ・リ ーフ レッ トを作成 し、 旅行会社への営業き勣を定Ｊり｜的
に実施します。ま た、 食・ 体験を中 心ヽ とした回体専用プランを提案し、ニーズに答

えま す。

【兔体】 ４｛ＪのＷ甌を提供し、集客に努めます。ま た、 Ｍｌｊ２の音楽イベン トやダンフ、イベント
を定期的に実施。 野外ステージを有効活用し、ギャラ ショ ーや芸人ショ ーな ども展

開致 します。 行まやＳ光ぬ会・ くに うみＳ会な玖のイ べン ト実施４所と して有効に

ｇＭ し、 ・携 しな がら集客に努 めま す。

（３）利 ＪＩ 者の意見回望等の把握の方法

・ア ンケートやＳＮＳ の書き５きみ、ホームページのお問合せなどからお客様の意見を把握

致します。意見や要Ｓ、改善等は社Ｆ’９でｊ；有し、今後のＸ営の参考に致します。

（４）利 万１ 者の 苦情の対処方ま

お客様等から苦情があった場合、そのお客様 と対応できるＳ合は、 電話やメ ールなどで

が応 し、 お客様の苦情をミ解したう えで、該当する部署があれば、 従業員に状況の説明

を行いき禁の １ヵｌさによ って は、 早急にガホしｉま善政 しま す。 また、ぶ因のまｊ．やそのＲ

の笂応も責任者を決めてが応致します。

（５）竟域、 関係機関、ＮＰｏ、ボランティ ア回体等との協働 ・連携

・淡路島観光協会を中むと して、各種団体と は常に禁報交換や連携を行います。

・各種イベン トやＪｔＦ催事業なども、 場所のを供やＩＥきを協力 して行います。

（６）施Ｒ効用の最大化に関すること

・淡路フ ァームパーク　イン グラ ンドのを の来 回目 白１］で も’ある 、「動物」「花」 「自 然と

のふれあ い」 「季節の９菜の収穫体験」 「遊び」 「淡路氈グルメ」 などを全面に打ち出

し、 来回者に非日 常的なき間を創け１し致します。

・自然や景観を最大限にいかした「ＳＮＳ映えスポッ ト」 を展現いたします。

（７）上記な夕１ヽで特ＺＩ』 に記載する事項

【入回料 ・使篦料等のａ定に関する考え方】

・条例に従い入回料・ 使丿目料を設定いたします。

・情報発イ耄拠ぶの機能をＲ揮する ため、入雅者数増加を優先 した管きＳ営に努 めま す。

・団体等の利万ｊや南あわ じ市のぬ益上あ要 と認 めら れる 場合など は、 減額 ・免除致 しま す。
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４　 組織体制 ・人員髱置等

（１）組織体制、 人材の確保：に関する具体策

・動植物、レスト ラン、体験、 加工、物販、 事務所、 を両 ・営業の部署に分けて、籏分化し

た祖織で構成致します。

・職業安定ｊＥｇｉだ けで はな く、 島ｌｊ９ の求人媒体や ｓＮｓな どを 利ＪＩし 、人材確保に努め ます。

（２）職員のＥ置計画

・まＲ管ｊｌ上、 必ｇな有資格者を髱置致します。

・コ アラ の管きやユーカリ 管ｊｌにおいては、県珊、遣職員のサポート ができる よう に、 カ］識を

習得 した職員をＥ置致 しま す。

・大ａま、ロ ック ガーデンの植物管をについては、専「１１の知識を習得した職員をＥ置致しま

す。

・動ゆの 管Ｊ１１ には獣Ｅ師の 資４ をも った職員 をＥ置致 しま す。 蜀慚取扱責任者をＥ置 し適ｉＥ

なａ営に努めます。

・食品衛生法に基づく 有資格者を猊置し、食肉加工に あた って は、 食品衛生管Ｓ者をＥ置致

しま す。

・防火責任者、危険Ｓ取扱者な ど法令に基づ くあＸな資格 を有する 職員 をＳ置致 しま す。

・その他、必ダにＪ心 じて有資ききをＳ・し、・４才適所に鼈員をＥき致します。

（３）人材育成方針お よび職員Ｗ修に関する計画等

・職員にはテ ーマパー ク運営のあ要な研修を行います。ま た、 お客様の ニーズに対応できる

人材育成を行います。

・タト部講師 より 、定期的に接客マナー研修を実施致 しま す。

・他施ａの視察等 を定期的に行い、 スキルア ップを目 指し ます。

（４）当該施設におい て、 現在勤務 している 臨時職員 （パート 含） の雇用の考え

・雇Ｊ１ 条件め見直し を定期的に行い、 パー ト、 アルバイ トについて社員を用制度をｔけ 、雇

用の安定化を回り ます。

（５）人員確保にかかる地モ元雇ＪＩについて

・県 と市が進めている 、移住支援事業に附随 し、 Ｉタ ーンによ る人材確保に努めます。

（６）その他施鼈を安定して、 喩を運営を実施するための人員的な手法等

・をセク ショ ンに責任者をＥき し、 適ホオ適所の人員髱置を現４の視点で行 うこ とに より 運営

の効率化を図 ります。

５　 安全管理ぺのなり 祖み

（１）鼈設・ 設備にかかる安をＷＳへの取り 組み

・お客様が安をに回内 を利篦できる よう 、施設・ 設備の日 常点検を実ま致します。
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・エ リア間ト レイ ンや、遊具施設等においても、 始業前ぷ検を実施し致します。

（２）災害や事故の防止への取 り組み

・事故防止の観点 より 、従業員 の体調確認を始業前にむい ます。

・警報発令時など、安全に営業する こと が困難な場合など は、 事前にｔ時休園や状Ｒを判 断ニ

しな がら 、臨時閉 園の措置をと り、 お客様や従業員の安全確保に努めま す。

・定期的に関係鶚跳と 連携 し回｜｜練を実施する こと でＪ４１１震や火災な どの緊急事態に対応致 しま

す。

（３）Ｅ罪防まの取り 組み

・施ＲＦ大ｌ に監視カ メラ のｔ置や、警備会社のセキ ュリ テイ を導入し、非常毀には；Ｂ速かつ適

ｉＥＥに対応でき るよ う努めま す。

（４）緊急｜寺の対応

・緊気嵩に備 え、 普瑜。か らマ ニュ アルを認識し、落 ち着いて行動 でき るよ う定期的 な回 ｜｜ 練を

実施致します。

・社内での緊急連絡体制に より 、；Ｂ連な行動を とり ます。

・南あわ じ市、各関係機関 （消防・ 警察 ・病院な ど） に報告しが応いた します。

・防災マニュアルにＪＩづきお客様の安をを確Ｓ します。

・従業員の火災訓練や、ＡＥＤ 講習 を実施致 しま す。

６　 施鼈 ・設備の裼旅管理

（Ｉ）施設・ 設備の管き体制

お客様が安をかつ快適 に利 ＪＩ でき るよ う施設を備の維持管きを行い美観維持に努め ます。

・施Ｗ四鸚、が中 心ヽ とな り、 施取。のＡ検をＳま行いガホいたします。

（２）施Ｗ獸備の適切な維持管ミヘの取組み

・点検・ 修繕 ・確認業務を施設管Ｊｌａで実施し致します。

・各部ｒｌの修繕や改善要望な どを 日々確認 します。

・チェッ クシート をｊ目い て、 定期的に点検や確認作業を行い ます。

・施設鼈備については、運転ｊ１び操作にヌオして充分な知識を有する者が、故障のない ように

運転 ・操作すると とも に、 動作確認、調整、 整備等の 日常ぷ検を実施し、故障を未然に訪

ぎ、 施Ｒの併用に支障をきたさ ないよう努めます。

・維持を １１の上 で、 自前で実鼈で きな い修繕な どは外部業者に依頼し 、タ、な に修繕致 しま す。

・清掃ス タッ フを各エ リア にＥ置し、施Ｒ美化・ 衛生管ｊｌに努め、利 ＪＩ 者が安む して利用で

きる よう に努めます。

（３）効率むな維持喩をを奥まする ための鶯え方

・維持喩をの上におい て、 従業員の 日ガ の管肩い点検 など を行 い、 その過程でえ られ る施鼈
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の状況を把握 し、 初期段階で修繕や改善を行い、 深刻な機能低下を招かない よう に計羈性
をも１つ て対応致します。　　　、

・Ｒ備類に応 じて、保守契約を結び、定期的なメ ンテナンフ、を行います。

・施ａに対する、 火災 ・土砂災害・ 風水害の損害に笂応するため、 建物災害Ｊｔ済に加入致し

ます。

（４）外部委託の考え方

・施設管ミ弧で笂応できない施ａの修繕や改修、 鼈備類等はタト部業者に依頼し、修繕や点検
を実施致します。

・その場合は、地域密着型の観点よ り、 地元業者を優先的にＳ定致 しま す。

７　 自圭事業に関する事項

農業の振Ｓを 考慮 した 、施ａの利便性自上や施鼈に親 しみ を持 って もう らう 為のイベ ント 鶚催を
行います。（指定管き仕様書よ り）

※　 農業振興に関する 自圭事業

・農業ぬ園と しての機能を最大ほにき用 し、 農園やａま（いち ご・ トマ ト） で収穫できるＷ
菜をきＪＩし、体験をを画カ：案し、来園者に農業の魅力を伝えます√

・南あわ じ市の農畜産物の情報発信拠点 として、 たま ねぎ ・白 菜・ キャベツ ・レ タス ・ＩＬ製
ミ

ａ・牛肉等をＲＩ いて飲食メニューのを４具や加工品の製ｉ２１販売、 体験メニューの開あやイベ
ント を展開致します。

・あわじ しままる ごと株式会社 「直売所美菜恋来屋」 との４携も農業を振興する うえでま化

致し ます６

（事例） たま ねぎを使丿目 したイベント 開催や商あ回Ｒ、 淡路島グルメ の提供を行います。
・たまねぎの収穫体験　２ＪＩ末～５　ＪＩ末

・た まねぎを使っ たイ ベン ト開催　淡路島たまね ぎの祭典 「オニオ ンピ ック 」の開催

・淡路ａバーガーや淡路島牛丼、ピザなどの提供とメ ニュー開Ｒ
・バーベキュ ーでは、 淡路島の食材を使用したバーベキュ ーの実施

、宝 さが しイ ベン トの実施

・ｊ自滅特産 ＰＲイベント の実施

・オニオ ンド レッ シン グの提供 と販売　 など

８　 申請者の経営基盤

（１）財務諸表等によ る経営分析

・令和元年ぶ降の ５年間で は、 コロ ナ禍の令和２ 年度 ・３ 年度に於いては入園者数のき誠に
より 営業赤字とな りま したが、 雇ｊＥｊ 調整助成を・ 国県市の支援金等によ り経常損失を抑制

する こと ができま した。
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・令加４ 年度ａ降 は、 ａ常営業 を行 える 状況 とな りコ ロナ前の営業１Ｊ ＥａＥに戻る こと ができま
した。特５３ １」損失の任意り Ｉ肖 ４についても 肖初予算 の６０百 万Ｐヨを積み立て 実施予定 し災害
等による経営 リスクにも備えています。

（２）金融機関や出資者からの支援体執
。　　　　　　　　　　　　丶

令れ］２ 年度コロ ナ祖の人回者減少などの経営状Ｓの先行きフＦ透明により 、金融機関から
兵庫県の 中小を業融資制度 （金利負担無 し） を利用した融資を実施 しま した。

株圭である南あわ じ市より 、令和３ 年度 ・４ 年度に前年度の経常赤字に基づいた施設運営
支援交付金の支給をいただいています。

９　 個人情報‾反び情報ぬ回に関する事項

（１ ）個人情報保護に関する具体白４Ｊ な旬、組み

・９１人情報の取扱い にＭｊた って は加入の 権ｊＦＩ』・ ｌｊ ミａＥを加害する こと のな いよ うつ とめ ます。
・事務に関してお１る こと ので きた、個人情報を他に漏ら さないよ うに しま す。

（２）情報ぬ開に関する具体的な取組み

・情報ぬ開請求された場合は、 速やかに情報ノ皿致します。

１０　その他に関する事項

（１）ぷ報活動に回する具体的なな り組み

・パ ンフ レッ トの製作 とＳち　 氈内の観光施ａ他観光案Ｆ９所にＳ布致 しま す。
Ｓ

・ホームページは、情報更新を行い、最新の情報を伝えま す。

・動物一 花を中む として、 マス コミ にプレス リリ ース致します。

・取材協力や撮影場所等の提供を積極的 に行いま す。

・ＳＮＳ （Ｆａｃｅｂｏｏｋ、 Ｘ・ ｜日 Ｔｗｉｔｔｅｒ、 インスタ グラ ム） を中 ・６ として情報発信を行います。
・テ レビ、ラジオ ＣＭ、チラシなど投下 し、 集客に繋げます。

（２）リ スク への対応

・不確実性の高ま るゆ今、 安定白４Ｊな経営を行 う為、さ まざまな リス クをお定 し、 皿を行い
ます。ま た、 リス ク分担表に基づき、市と協議いたしますｊ

①リ スク アセ スメ ント を定期的に実まし労働災害を低減致 しま す。

②メ ンタルヘルフ、窓 口をａ置致します。

（ａ）社ｌ大ｌでの安を蕉生ま員会を寓Ｊり１６に回Ｓ致します。

④経営者会議をＲ麗し、想定される リス ク、 リス クの回屬＿策 について協議 しま す。
【主な想定リ スク】

人事 （採用・ 離職）政治・ 経済 （税制改ｉＥ ・原材料高騰）自 然災害（ｔ震 ・ほ水害 ・感染
症） 事故 （火災・ サイバー攻撃）法務・ コンプライアンス （法令違反・ 機密情報の漏洩）
製品 ・サービス（製ｌｉ物責任 ・悪質なクレーム）など
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⑤リ スク 移転　まａ賠償責任ｆｉこ険 （施Ｒリ スク ・業務リ スク ・生ｔ物 リス ク等）等各種ほ険

へ加入致 しま す。

⑥た機管ｊｌマニュアルを作成致します。

⑦従業員の危機管ｇの知識や意識を高める為 「危機管ＪＩセミ ナー」を実施致します。

（３ ）ｊ遨域活動への参加 、貢献に ヌｔする 具体的な取組み

・ま域のイベントや祭 り、 ボラ ンティアき動など地域き動へ積極的に参加致します。 また各

ａ団体と ｊｔｌ域貢献の為連携致し ます。

（４）大ほ万博回催に自けてのみ祖み

・２０２５年の万博篦催にむけて、 き朽施Ｒのリ ニューアルと修繕を行います。

・放牧場をいかした花畑を新たに新Ｒし、大ほ万博開催時までにま備を行います。

・イ ングラン ドエ リアの地形や美観をいかして、 遊ぴのま場を リニューアル致します。

・イ ンバウン ド対応に■、要な、多言語化の環境整備を行います。

・従業員の接客研修を強化 し、 インバウンド対応を行います。

・淡路島観光協会や行政、 他施Ｒと崔携 し、 を体で実鳬するイベン トや事業に参画します。
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（要項様式７号）

項目

指
利

そ
自

収
入
　

需
用
費

収
入

役
　

施
設
管
理
費

支
出

年度

料
入
他

回
収

管
料
の

定
則

主事 業収入

入
　

肖
光

あ
そ

ｘ
ｘ

／
χ
　
ｊ

心
Ｌｊ

品
水

件
耗
熱

務

繕
の

計
費

費
費

費
他
　
費

維持管ミ費

使用 料・ 手数料

そ
自
支

他
費業

の
事主

出 心
ｌｌ

書

９

画
四

十
　
８

一
一

一
Ｉ
　
　
Ｒ

支

了Ｒ

収

６Ｒ

３１ ７， ０００

８５ ，８ ００

６１ ９， ２００

１， ０２ ２， ０００

３５ ２， ３００

６９ ，４ ００

５６，９００

１６，１ ００

２７２， ０００

５１ 、０ ００

７３ ，６ ００

４７，６００

６８ 、１ ００’

計　 １， ００７， ０００

収　　支　　差　　額

累　 計　 収　 支　額

３４ ０， ０００

８５ ，８ ００

６８ ４， ２００

１， １１ １， ０００

３８９， ４００

７４，５００

６１ ，１ ００

１７ ，３ ００

２９ ７， ０００

５５ ，４００

７９，０００

５Ｌ ，０ ００

７０，３００

３１ ７， ０００

８５，８００

６５ ６， ２００

１， ０５ ９， ０００

３７ ３， ７００

６９ ，４ ００

５６，９００

１６，１００

２８２， ２００

５２ ，８ ００

７３ ．６ ００

４７；６００

７１ ，７ ００

３２ ５， ０００

８５ ，８ ００

６９ ３， ２００

１， １０ ４， ０００

３９ ４， ３００

７１ ，１ ００

５８，３００

１６ ，５ ００

２９ ５， ３００

５５ ，０００

７５ ，４ ００

４８ ，８ ００

７４，３ ００

ＲＩＯ

３２ ５， ００ （）

８５，８ ００

７１ ４， ２００

１， ．１ ２５ ，０ ００

４０ ６， １００

７１ ，１ ００

５８ ，３ ００

１６，５００

３０１， ４００

５５，９００

７５ ，４ ００

４８，８００

７６，５００

合計

１， ６２ ４， ０００

４２９， ０００

３， ３６７， ０００

５， ４２ ０， ０００

１， ９１ ５， ８００

３５ ５， ５００

２９ １， ５００

８２ ，５ ００

１， ４４ ７， ９００

２７ ０， １００

３７ ７， ０００

２４ ３， ８００

３６ ０， ９００

０９５， ０００　　１， ０４４， ０００　　 １， ０８９， ０００　 １， １１ ０， ０００　　５， ３４５， ０００

１，５， ０００

１５ ，０ ００

１５ ，０ ００

３０ ，０ ００

１５，０００

４５ ．０ ００

１５ ，０ ００

６０ ，０ ００

１５ ，０ ００

７５，０００

７５ ．０ ００

備考

原材料

広告通信

保険リース

保守点検

管理委託

施設使用

料

【収入増に向けた取組み】

Ｒ了 年に大阪万博に合わせてイ ンバウン ドに対応する受け入れ準備を行いま す。
当園の集客目的である動物 ・花 ・自然・ 南あわじ市の特産物食をアピールし、他
施設の連携を行いなが ら、 年間入園者数 を４ ０万人を維持するよう に努めます。
自主事業では、物Ｓ・ 飲食 ・遊具・ 体験と淡路島らしさや自然を生かした「癒し
の時 間」 で何度も來園 して いただけるよ うなサー ビスの提供に努めます。

【経費縮減に自けた取組み】

原材料の価格上昇が予想されますが、原材料や仕入業者の見直しをｆにいます。
電気価格については、 回西電力㈱を基本としますが、 自由化で安定供給できる
事業社を選定して削減に努めます。
広告宣伝費は、ＴＶＣＭやチラシを中６としていましたが、ＨＰや ＳＮＳを中心
に費用対効果を考えて投下して行きます。

（注 １）

（注 ２）

（注 ３）

（注 ４）

（注 ５）

単位 は『千Ｆ９』 、会計年度は ４　ＪＥ１　１　日か ら翌年３ Ｊ１ ３　１　日と します
『施設管ミＥＩ費』には、 『保守点検』、『維持管ＭＩＩ 費・ 業務委託Ｒ』 等を２入 して くだ さい
『役務費』には、 『通信費』、 ｌｒ広告料』、『手数料』、『保険料』 等をＥ入 して くだ さい
『指定管 ミＥＩ料』に つい ては 管Ｊｌ業務実施のが価 とし て指定管 ＳＩ者が受けなる 額を２入 して くだ
収支の各項目 の｜；！ｌ訳 ｌ！ｌｌ細資料を添付 して くだ さい
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南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘指定管理者 基本協定書 

  

南あわじ市（以下「市」という。）と南淡路農業公園株式会社（以下「指定管理者」とい

う。）とは、南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘（以下「施設」という。）管

理及び運営に関する業務（以下「管理運営業務」という。）について、南あわじ市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17年南あわじ市条例第 206号。以下「指

定管理者条例」という。）第７条の規定に基づき、次のとおり基本的な事項について協定（以

下「基本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この基本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、施設を適正かつ円滑に管理運

営するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 指定管理者は、南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例（平成 17年

南あわじ市条例第 146号。以下「条例」という。）第 1条の設置理念に基づき、適切な管

理運営を行うことにより、地域の活性化及び農業の振興に資することを目的とするもの

であることを十分理解し、管理運営業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するもの

とする。 

（管理運営業務の基準） 

第３条 指定管理者は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以

下「年度協定」という。）、条例及び南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条

例施行規則（平成 17 年南あわじ市規則第 92 号）並びに関係法令、指導等に従い、管理

運営業務を実施しなければならない。 

２ 市は、事業が民間事業者によって実施されるものであることを十分理解し、対等な立

場に立ってその趣旨を尊重するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第４条 市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじて協定を誠実に履行しなけれ

ばならない。 

（用語の定義） 

第５条 この基本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 自主事業 第 7 条に規定した管理業務以外の業務で、指定管理者が自己の責任と費

用において実施する業務のことをいう。 

⑵ 不可抗力 天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災

（戦争、テロ、暴動等）、法令変更及びその他市及び指定管理者の責めに帰すことので

きない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 

⑶ 法令 すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規

程を言う。 

⑷ 利用料金 施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の利用料金のこと

をいう。 
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⑸ 施設使用料 指定管理者が施設を活用するに当たって市へ支払う対価をいう。 

（指定期間） 

第６条 基本協定による指定期間は、令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日までとす

る。 

（基本的な業務の範囲） 

第７条 市が指定管理者に管理を行わせる施設は、条例第４条に掲げる施設とする。指定

管理者が行う施設の管理運営業務は次のとおりとする。 

⑴ 施設の使用の許可及び使用の制限に関する業務 

⑵ 施設の維持管理及び運営に関する業務 

⑶ 施設の利用者がその施設又は設備を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の

手続きに関する業務 

⑷ 利用料金の徴収に関する業務 

⑸ 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務 

⑹ 利用者の利便性を向上させるために必要な業務 

⑺ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（施設の維持管理費等） 

第８条 本施設の修繕、改造、増築、移転等の維持管理及び備品の取得に要する費用につ

いては、1 件あたり 500 万円以下は指定管理者が負担する。500 万円を超えるものは、

指定管理者が市と協議することする。ただし、市の負担は南あわじ市淡路ファームパー

クイングランドの丘基金積立額の範囲とする。県財産については別途協議とする。なお、

前述する額には、消費税、地方消費税等を含むものとする。 

２ 施設の管理運営上必要な日常経費、物品の更新に要する費用は、指定管理者の負担と

するものとする。ただし、特殊動植物等の維持管理のために要する費用については、別

途年度協定に定めるものとする。 

３ 建物、設備、備品等の再建築価格及び再購入価格等に見合った火災保険、損害保険等

は、指定管理者の負担で加入するものとする。 

４ 前各項のほか、施設の改修等を行うときは、関係法令等に従い事前に市の承諾を受け

た上で行うこととし、費用は指定管理者の負担とする。 

（個人情報の保護等） 

第９条 指定管理者の取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）及び南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年南あわ

じ市条例第38号）の規定を準用し、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他保有す

る個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者は、本件施設の業務の一部又は全部を従事する者についても、当該管理運

営業務上知り得た個人情報などを、他人に漏洩するなど不当な目的に使用させてはなら

ない。 

３ 前２項にかかる詳細については、別記１「個人情報取扱特記事項」に規定する。 

（管理業務にかかる情報の公開） 

第10条 施設の管理業務において指定管理者が取扱う情報について、南あわじ市情報公開

条例（平成17年南あわじ市条例第18号）の趣旨にのっとり、情報の公開に関して必要な
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措置を講ずるように努めなければならない。 

（会計区分） 

第 11条 当該管理運営業務に係る会計区分は、毎年 4月 1日より翌年 3月 31日までとし、

独立した区分経理を行わなければならない。 

（施設使用料） 

第 12条 指定管理者は、市に対して施設使用料を支払う。 

２ 指定管理者が市に対して支払う施設使用料は、農業公園の入園料収入の 15％とする。 

  但し税率等の改定がなされた時は市と指定管理者が協議を行い、決定するものとする。 

３ 指定管理者は、9 月 30 日と 3 月 31 日に半年ごとの施設使用料を算定して、市が指定

する期日まで納入するものとする。 

（事業計画書） 

第 13条 指定管理者は、毎年度、市が指定する期日までに事業計画書を提出し、市の承認

を得なければならない。 

２ 市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議

により決定するものとする。 

（利用料金収入の取り扱い） 

第 14条 指定管理者は、本施設に係る利用料金を指定管理者の収入として、収受すること

ができる。 

（利用料金の決定） 

第 15 条 利用料金は、指定管理者が、条例に規定する範囲内において定めるものとする。

ただし、その決定及び改定についてはあらかじめ市の承諾を受けるものとする。 

（財産の管理） 

第 16条 指定管理者は、管理運営業務に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理、使

用する。 

２ 指定管理者は、指定管理者が管理運営業務に当たって取得した備品については速やか

に財産台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 指定管理者は、管理運営業務に係る財産を目的以外に使用してはならない。ただし、

市の承認をうけたときは、この限りでない。 

４ 指定管理者は、管理運営業務に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただ

し、市の承認を受けたときは、この限りでない。 

５ 指定管理者は、天災地変その他の事故により農業公園に係る財産を滅失し、又は毀損

したときは、速やかにその状況を市に報告しなければならない。 

６ 指定管理者が管理運営業務により取得した備品及び財産（修繕を含む）は、市に帰属

するものとする。 

（食品衛生、保健衛生、防災上の注意と責任） 

第 17条 指定管理者は、管理運営業務の遂行に当たって、指定管理者の負担で食品営業賠

償制度へ加入するものとする。 

２ 指定管理者は、常に法令に定める衛生基準を遵守し、業務を遂行する過程で生じた一

切の損害、傷害、苦情等は、指定管理者の責任において処理するものとする。 

３ 指定管理者は、常に法令に定める防災・消防基準を遵守し、適切に管理対応しなけれ
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ばならない。 

（従業員の確保） 

第 18条 指定管理者は、施設の運営にあたり、適切な従業員を確保するものとする。 

（業務報告書の作成及び提出） 

第 19条 指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に関し、市が指定する期日までに次の各

項に示す事項を記載した業務報告書を提出し、市の確認を得なければならない。 

⑴ 管理業務の実施状況に関する事項 

⑵ 施設の利用状況に関する事項 

⑶ 利用料金の収入実績及び管理運営経費等の収支状況等 

⑷ 自主事業の実施状況に関する事項 

⑸ 前号に掲げるもののほか、市が指示する事項 

２ 指定管理者は、市が第 26 条から第 28 条の規定に基づいて年度途中において指定管理

者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、市が指定する期日までに当該年度

の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。 

３ 市は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、指定管理者に対して報告書又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

（業務実施状況の確認と改善勧告） 

第 20条 市は、業務報告書の確認のほか、指定管理者による業務実施状況を確認すること

を目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対

して管理業務の実施状況や管理業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求め

ることができる。 

２ 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて

その申出に応じなければならない。 

３ 前条及び本条第１項による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等、市が

示した条件を満たしていない場合は、市は指定管理者に対して業務の改善を勧告するも

のとする。 

４ 指定管理者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければ

ならない。 

（損害賠償等） 

第 21条 指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、そ

れによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情がある

と認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

（第三者への賠償） 

第 22条 管理業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じ

た場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責

めに帰すべき事由又は市指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、

その限りではない。 

２ 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して

賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用

を求償することができるものとする。 
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（不可抗力発生時の対応） 

第 23条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早

急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にする

よう努力しなければならない。 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第 24 条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、

指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って市に通知するものとする。 

２ 市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で市と指定管理者の

協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該

費用については合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。なお、指定管理者

が加入した保険により補てんされた金額相当分については、市の負担に含まないものと

する。 

４ 不可抗力の発生に起因して市に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用につ

いては市が負担するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第 25条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施が

できなくなったと認められた場合、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度にお

いて基本協定に定める義務を免れるものとする。 

（市による指定の取り消し） 

第 26条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

ものとする。 

⑴ 業務に際し不正行為があったとき 

⑵ 市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

⑶ 指定管理者が基本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

⑷ 自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から基本協定締結の解除の申出があっ

たとき 

⑸ その他、市が必要と認めるとき 

２ 市は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を指定管

理者に通知した上で、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。 

⑴ 指定取り消しの理由 

⑵ 指定管理者による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定 

⑶ その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、市はそ

の賠償の責めを負わない。 

（指定管理者による指定の取り消しの申出） 

第 27条 指定管理者は次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取り消しを申し出

ることができるものとする。 
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⑴ 市が基本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

⑵ 市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき 

⑶ その他、指定管理者が必要と認めるとき 

２ 市は、前項の申出を受けた場合、指定管理者との協議を経てその処置を決定するもの

とする。 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第 28条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断し

た場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取り消しを行うものとする。 

３ 前項における取り消しによって指定管理者に発生する損害・損失及び増加費用は、合

理性が認められる範囲で市が負担することを原則として市と指定管理者の協議により決

定するものとする。 

（リスク分担） 

第 29条 本件施設にかかる管理運営上のリスク分担については、指定管理者仕様書別表「施

設管理運営リスク分担表」のとおりとし、その他管理運営上の経費等の赤字に関しては、

指定管理者の負担とする。 

（業務の引継ぎ等） 

第 30条 指定管理者は、第４条に定める指定期間が満了した時又は第 26条から第 28条ま

での規定により基本協定等が解除された時は、市又は市が指定するものに対し、管理業

務の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 市は、必要と認める場合には、基本協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

市が指定するものによる施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて

その申出に応じなければならない。 

（原状回復義務） 

第 31条 指定管理者は、第４条に定める指定期間が満了した時又は第 26条から第 28条ま

での規定により基本協定等が解除された時は、指定開始日を基準として管理物件を原状

に回復し、市に対して管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復は

行わずに、別途市が定める状態で市に対して管理物件を明け渡すことができるものとす

る。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第 32条 指定管理者は、基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継

承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

（一括再委託等の禁止） 

第 33条 指定管理者は、管理業務の全部又はその主たる業務を一括して第三者に下請けさ

せ、又は再委託することはできない。 

（管理運営業務の範囲外の業務） 

第 34条 指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ管理運営業務の実施を妨げない範

囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 
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２ 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、市に対して事業計画書を提出し、事前に

市の承諾を受けなくてはならない。その際、市と指定管理者は必要に応じて協議を行う

ものとする。 

３ 市と指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を

定めることができるものとする。 

（請求、通知等の様式その他） 

第 35条 基本協定に関する市と指定管理者の間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除

は、基本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 基本協定の履行に関して市と指定管理者の間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 基本協定の履行に関して市と指定管理者の間で用いる計量単位は、基本協定に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成 4年法律第 51号）の定めるところによる。 

（協定の変更） 

第 36条 管理運営業務に関し、管理運営業務の前提条件や内容に変更が生じたとき又は特

別な事情が生じたときは、市と指定管理者の協議の上、基本協定の規定を変更すること

ができるものとする。 

（解釈） 

第 37条 市が基本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明

若しくは報告を求めたことを以って、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全

部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 

（疑義等の決定） 

第 38条 基本協定に定めのない事項又は基本協定に疑義が生じた時は、市と指定管理者と

は誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

（当該事業年度における協定） 

第 39条 この基本協定の発効により、当該年度における事項については、別に年度協定書

を締結する。 

 

 

この基本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記

名押印の上、各１通を保有する。 

 

 令和６年４月１日 

 

市      兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                     南あわじ市長  守 本 憲 弘 

 

指定管理者  兵庫県南あわじ市八木養宜上１４０１番地 

                     南淡路農業公園株式会社 

                     代表取締役   喜 田 憲 和 
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別記１ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 指定管理者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又

は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この協定による業務を

実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 指定管理者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏ら

してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その

業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

らない。 

（適正管理） 

第４条 指定管理者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 指定管理者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して

知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報

が記録された資料等を、市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 指定管理者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うもの

とし、市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指定

管理者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従う

ものとする。 

（従事者への周知） 

第９条 指定管理者は、この協定による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後にお

いて、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、協定

の目的以外の目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関し必要な事項を周知

するものとする。 

（実地調査） 

第10条 市は、必要があると認めるときは、指定管理者がこの協定による業務の執行に当た

り取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第11条 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知

ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。 
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